
 

1 
 

つくば公共サービス共創事業 

 共同研究契約書（例） 
 

つくば市（以下「市」という。）と○○○○○○（以下「共同研究者」という。）は、

共同研究の実施及び成果の取扱いについて、次のとおり共同研究契約（以下「本契約」

という。）を締結する。 

（共同研究） 

第１条 市及び共同研究者は、「○○○○○○○○」に関する研究を共同で実施する。 

（定義） 

第２条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとこ

ろによるものとする。 

（1）「本研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に

関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

（2）「知的財産権」とは、以下に掲げるものをいう。 

 イ 特許法（昭和 34 年法律第 121 号）に規定する特許権、実用新案法（昭和 34 年

法律第 123 号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）に

規定する意匠権、商標法（昭和 34 年法律第 127 号）に規定する商標権、半導

体集積回路の回路配置に関する法律（昭和 60 年法律第 43 号）に規定する回路

配置利用権、種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に規定する育成者権及び外国に

おける上記各権利に相当する権利 

 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受

ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登

録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登

録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利 

 ハ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に規定するプログラムの著作物及びデータ

ベースの著作物（以下「プログラム等」という。）に係る著作権並びに外国にお
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ける上記権利に相当する権利 

 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中か

ら、共同研究者と協議して特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。） 

（3）「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象と

なるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについて

は創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるも

のについては育成をいう。 

（4）「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路

配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並

びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願（仮出願を含

む。）をいう。 

（5）「出願等費用」とは、知的財産権等の出願等に要する費用であって、特許庁、裁

判所等の機関又は甲及び乙のいずれにも所属しない弁理士等の外部専門家に対

し支払われるものをいう。 

（6）知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第

2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3

項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める

行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウ

ハウの使用をいう。 

（共同研究の実施期間） 

第３条 共同研究の実施期間は、令和○○年○月○日から令和○○年○月○日までと

する。 

（共同研究の分担等） 

第４条 市及び共同研究者は、それぞれ「共同研究分担計画書（別紙１）」により共同

研究を分担する。 

２ 市及び共同研究者は、それぞれ分担した研究について管理を行うものとする。た
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だし、市は、本共同研究の効率的推進を図るため必要があるときは、共同研究者と

協議して、この共同研究の一体的管理を行うことができる。 

（共同研究に係る経費負担） 

第５条 共同研究の実施に当たり、市は市職員の人件費、消耗品費及び旅費等を負担

し、共同研究者はその他の経費を負担するものとする。 

２ 前項の費用の見積額及び明細は、「研究費用見積書（別紙２）」のとおりとする。 

（研究用資材等に対する注意義務） 

第６条 市又は共同研究者は、共同研究が終了するまでは、それぞれ相手方が提供し

た研究用資材等を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。 

（共同研究の中止） 

第７条 市及び共同研究者は、天災その他やむを得ない事由があるときは、市及び共

同研究者で協議した上で、共同研究を中止し、又は当該協議により相手方との間で

合意した場合には共同研究の期間延長をすることができる。この場合において、市

及び共同研究者は、相手方に対し、中止又は期間延長の責めを負わないものとする。 

２ 市は、共同研究者がつくば公共サービス共創事業実施要項に定める応募資格を満

たさないことが判明した場合には、契約を解除することができる。 

３ 市又は共同研究者のいずれかが、その責にて事業を中止する場合は、損害の弁償

等について双方合意の上で、これを中止することとする。 

（共同研究の実績報告） 

第８条 共同研究者は、共同研究終了後、市と協力して、実施期間内に得られた共同

研究成果の実績報告書を取りまとめるものとする。 

（知的財産権の帰属） 

第９条 市又は共同研究者が、本共同研究に伴い得られた発明等（以下「本発明等」

という。）に関する知的財産権（以下「本知的財産権」という。）は、原則として両

者の共有とする。ただし、市又は共同研究者が、単独で発明等を行った場合には、

当該発明等に係る知的財産権は、原則として当該発明を行った市又は共同研究者に
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帰属するものとする。 

（知的財産権の出願等） 

第１０条 市又は共同研究者は、本知的財産権の出願等を行おうとするときは、共同

して出願等する場合を除いて、あらかじめ相手方と協議しなければならない。 

２ 市及び共同研究者が共同して本発明等に係る出願等を行う場合において、市及び

共同研究社が協議の上で、相互の持分を定めるものとする。 

（外国における出願等） 

第１１条 本知的財産権の外国における出願については、前条に準じるものとする。 

（ノウハウ及びプログラム等） 

第１２条 共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、速やかに市及

び共同研究者で協議の上、書面にて特定するものとする。 

２ 特定されたノウハウは、秘密とする期間を定め、定めた期間内において相手方の

書面による承諾なく第三者に開示してはならない。 

３ 前項の期間は、双方協議の上で決定するものとし、原則として共同研究終了日か

ら○年間≪双方協議の上で決定する≫とする。ただし、指定後において必要がある

ときは、甲乙協議の上で、期間を延長又は短縮することができる。 

（秘密保持） 

第１３条 市及び共同研究者は、共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供

を受けた技術上及び営業上の一切の情報のうち、開示又は提供の際に相手方より秘

密である旨の表示が明記、又は、口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨を開

示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの（以下「秘密情報」という。）

について、市及び本共同研究者以外に開示・漏えいしてはならない。 

２ 市及び共同研究者は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該

研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を当該研究担当者に対し負

わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この

限りではない。 
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（１）開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 

（２）開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報 

（３）開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４）正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容 

（５）相手方から開示又は提供された情報によることなく独自に開発・取得していた

ことを証明できる情報 

（６）書面により事前に相手方の同意を得たもの 

３ 市及び共同研究者は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。

ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。 

（共同研究成果の公表） 

第１４条 

１ 共同研究成果は、原則として公表する。ただし、公表に当たっては第１２条のノ

ウハウ秘匿義務及び第１３条の秘密保持義務を遵守するものとする。 

２ 市は、公表の○○日前≪双方協議の上で決定する≫までに、公表方法及び内容等

を共同研究者に通知する。 

３ 共同研究者は、利益が著しく害されるおそれがある等と判断した場合は、前項の

通知を受領してから○○日以内≪双方協議の上で決定する≫に、市に書面にて通知

し、市は共同研究者と協議の上、公表範囲及び方法を決定するものとする。 

４ 共同研究終了日から○年間≪双方協議の上で決定する≫を経過した後は、市は第

１２条のノウハウ秘匿義務及び第１３条の秘密保持義務を遵守した上で、共同研究

者に対する通知を行うことなく、本研究成果の公表を行うことができるものとする。

ただし、双方協議の上、この期間を延長又は短縮することができるものとする。 

５ 市及び共同研究者は、事前に書面による相手方の同意を得たときは、研究成果の

発表又は公開若しくは公表を行う際に、当該研究成果が共同研究において得られた

ものである旨を表示することができる。 

（譲渡禁止） 
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第１５条 市及び共同研究者は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく第三

者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはな

らない。なお、合併又は本契約の目的に係る事業の全部若しくは一部の譲渡を原因

とするか否かを問わない。 

（個人情報の保護） 

第１６条 市及び共同研究者は、本共同研究を実施するため個人情報を取り扱う場合

は、次の各号を遵守しなければならない。 

（１）個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも

のをいう。）の保護の重要性を認識し、本契約による業務の実施に当たっては、

個人の権利利益を害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。 

（２）共同研究により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない（この契約が完了

又は解除された後においても同様とする）。また、漏えい、滅失又はき損の防

止、その他の個人情報の適正な管理のために個人情報の管理に関する責任者及

び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備等、必要な措置を講じなければ

ならない。 

（３）個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要

な範囲内で適法かつ適正な手段により行わなければならない。また、共同研究

の目的以外に利用すること及び第三者には提供してはならない。 

（４）個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、

本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

（５）相手方の承諾があるときを除き、本共同研究を実施するために提供された個人

情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。 

（６）共同研究を実施するために、相手方から提供を受け、又は自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、共同研究終了後に直ちに相手方

に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。 
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（７）相手方の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、市

が共同研究者に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当

該第三者に講じさせなければならない。 

（８）本契約による業務に従事している者に対しては、次の各号の事項を周知すると

ともに、本契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体

制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。 

（ア）在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（イ）その他、本契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関

して必要な事項 

（９）市は、必要があると認める場合は、本契約の相手方が業務を処理するに当たり、

取り扱っている個人情報の状況について随時調査することができる。 

（10）市は、共同研究者が本契約による共同研究を実施するために取り扱っている個

人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、相手方に対して必

要な指示を行うものとする。 

（契約の解除） 

第１７条 市及び共同研究者は、次の各号のいずれかに該当し、催告後１４日以内に

是正されないときは本契約を解除できる。 

（1）相手方が契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。 

（2）相手方が本契約に違反したとき。 

（損害賠償） 

第１８条 市又は共同研究者は、前条に掲げる事由及び故意又は重大な過失によって

相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義を生じたときは、市及び共

同研究者で協議の上、決定するものとする。 
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本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、記名押印の上、各自その１通を

保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

（市） 

 つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市長 五 十 嵐 立 青  印 

 

（共同研究者） 

住所 

共同研究者の事業者等名 

代表者名等          印 
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別紙１ 

共同研究分担計画 

 

研究課題 担当機関等 担当者（職・氏名） 

（市の課題） 

○○○に関する研究 

つくば市 

○○○部○○○課 

○○部長 

○○主査 

（共同研究者の課題） 

○○○に関する研究 

○○会社○○ ○○課長 ○○○○ 

○○課研究員 ○○○○ 
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別紙２ 

研究費用見積書 

研究課題 ○○に関する研究（令和○○年度分） 

費目 所要額見積額（決算額） 積算基礎 

つくば市 

 職員旅費 

消耗品費 

  

○○会社○○ 

 社員旅費 

 

研究費 

  備品費 

  消耗品費 

  印刷製本費 

  通信運搬費 

  光熱水料 

  借料及び損料 

  会議費 

  賃金 

  雑役務費 

          

  

合計   

 


